
お
知
ら
せ

児
童
手
当
の
現
況
届
を
忘
れ
ず
に

　

児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
手
当
を

受
け
る
た
め
の
大
切
な
更
新
手
続
き

で
す
。
毎
年
６
月
１
日
現
在
で
受
給

資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
な
ど

を
確
認
し
ま
す
。
６
月
上
旬
ま
で
に

全
受
給
者
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

用
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
窓
口
へ
郵

送
か
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届

け
出
を
行
わ
な
い
と
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

支
給
月
＝
６
月
・
10
月
・
翌
年
２
月

児
童
一
人
当
た
り
の
支
給
月
額
＝
〈
３

歳
未
満
〉
１
万
５
，
０
０
０
円
〈
３

歳
〜
小
学
生
〉
１
万
円
（
第
３
子
以

降
は
１
万
５
，０
０
０
円
）〈
中
学
生
〉

１
万
円
〈
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の

世
帯
〉
５
，
０
０
０
円

問
こ
ど
も
課
☎
０
２
７
―
２
２
０
│

５
７
０
１

車
椅
子
収
納
装
置
の
設
置
に
補
助

　

身
体
障
害
者
が
運
転
す
る
自
動
車

の
改
造
へ
の
補
助
が
、
こ
れ
ま
で
の

ハ
ン
ド
ル
、
ブ
レ
ー
キ
、
ア
ク
セ
ル

な
ど
の
改
造
費
用
へ
の
補
助
（
上
限

10
万
円
）
に
加
え
、
車
椅
子
収
納
装

置
な
ど
を
新
た
に
設
置
・
改
造
す
る

費
用
も
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

設
置
・
改
造
す
る
前
に
申
請
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
人
。
①

車
椅
子
を
使
用
す
る
障
害
者
自
身
が

自
ら
所
有
す
る
自
動
車
を
運
転
②
世

帯
の
市
民
税
所
得
割
が
16
万
円
未
満

補
助
金
額
＝
設
置
・
改
造
な
ど
に
掛

か
っ
た
費
用
（
上
限
20
万
円
）

問
障
害
福
祉
課
☎
０
２
７
―
２
２
０

―
５
７
１
１

お
む
つ
を
支
給
す
る
対
象
を
拡
大

　

お
む
つ
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
対

象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
の
、
特
別
障
害
者
手
当
や
障
害
児

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
に
加

え
、
以
下
の
人
に
１
カ
月
３
，
０
０

０
円
分
の
紙
お
む
つ
を
支
給
し
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
以
下
の
全
て
を
満
た
す
人
。

①
疾
患
で
の
神
経
障
害
が
原
因
で
排

尿
や
排
便
機
能
に
障
害
が
あ
る
（
所

定
の
医
師
の
診
断
書
が
必
要
）
②
３

歳
以
上
65
歳
未
満
③
施
設
な
ど
に
入

っ
て
い
な
い
④
常
時
失
禁
状
態

問
障
害
福
祉
課
☎
０
２
７
―
２
２
０

―
５
７
１
１

企
業
な
ど
の
統
計
調
査
を
実
施

　

７
月
１
日
㈫
を
基
準
日
に
、
全
国

一
斉
に
「
経
済
セ
ン
サ
ス
―
基
礎
調

査
」
と
「
商
業
統
計
調
査
」
を
実
施

し
ま
す
。
日
本
の
経
済
力
を
知
る
た

め
の
重
要
な
調
査
で
す
。
調
査
票
の

内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。ま
た
、

統
計
作
成
の
目
的
以
外
に
は
使
用
し

ま
せ
ん
。
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
〈
経
済
セ
ン
サ
ス
―
基
礎
調

査
〉全
国
全
て
の
事
業
所
・
企
業
〈
商

業
統
計
調
査
〉
卸
売
業
・
小
売
業
を

営
む
全
て
の
事
業
所
・
企
業

調
査
方
法
＝
〈
支
社
な
ど
の
な
い
事

業
所
や
新
設
さ
れ
た
事
業
所
〉
調
査

員
が
６
月
末
ま
で
に
直
接
調
査
票
を

配
布
し
、７
月
か
ら
調
査
票
を
回
収
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
回
答
で
き
ま

す
〈
昨
年
９
月
に
実
施
し
た
「
企
業

構
造
の
事
前
把
握
」
で
確
認
し
た
企

業
や
組
織
〉
６
月
末
ま
で
に
企
業
の

本
社
な
ど
に
調
査
書
類
を
郵
送
。
郵

送
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
し
て

く
だ
さ
い

調
査
結
果
の
公
表
＝
〈
速
報
〉
来
年

６
月
〈
確
報
〉
来
年
11
月
以
降
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
政
府
刊
行
物
で

問
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
―

０
７
０
１
―
７
０
（
受
け
付
け
は
午

前
９
時
〜
午
後
８
時
）

面
積
＝
約
10
・
１
㌶

●
地
区
計
画
（
多
田
山
産
業
団
地
）

位
置
＝
西
大
室
町
・
東
大
室
町
の
一
部

面
積
＝
約
14
・
１
㌶

●
土
地
区
画
整
理
事
業
（
新
前
橋
駅

前
地
区
）

位
置
＝
古
市
町
・
箱
田
町
・
小
相
木

町
の
各
一
部
な
ど

面
積
＝
約
97
㌶

●
２
・
２
・
97
号
鳥
羽
町
東
公
園

位
置
＝
鳥
羽
町

内
容
＝
地
下
に
立
体
的
範
囲
を
定
め
る

問
市
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
９
４
３

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧
と
公
聴
会

　

昭
和
町
三
丁
目
地
区
（
昭
和
町
三

丁
目
・
下
小
出
町
一
丁
目
の
各
一

部
）
の
都
市
計
画
を
変
更
す
る
原
案

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
閲
覧
と

公
聴
会
を
行
い
ま
す
。

変
更
内
容
＝
〈
①
用
途
地
域
〉
同
地

区
の
用
途
地
域
を
第
二
種
中
高
層
住

居
専
用
地
域
か
ら
準
住
居
地
域
へ
変

更
〈
②
地
区
計
画
〉
建
築
物
の
用
途

の
制
限
を
変
更

閲
覧
期
間
＝
６
月
10
日
㈫
〜
23
日
㈪

（
土
日
曜
を
除
く
）、
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

公
述
申
出
書
・
意
見
書
の
提
出
＝
①

に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
利
害
関
係
者

は
、６
月
23
日
ま
で
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
職
業
・
原
案
に
つ
い
て
の
利

害
関
係
や
意
見
の
要
旨
を
書
い
た
公

述
申
出
書
を
②
に
つ
い
て
意
見
の
あ

る
土
地
所
有
者
な
ど
は
、
６
月
30
日

㈪
ま
で
に
意
見
書
を
市
役
所
都
市
計

画
課
へ
郵
送
か
直
接

□
①
に
つ
い
て
の
公
聴
会

日
時
＝
７
月
２
日
㈬
午
後
７
時

会
場
＝
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
（
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内
）

そ
の
他
＝
期
間
中
に
①
の
公
述
申
出

書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴

会
の
開
催
を
中
止
し
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
９

４
３

地
区
計
画
を
縦
覧
し
ま
す

　

前
橋
問
屋
団
地
地
区
計
画
の
決
定

の
原
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
縦

覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間
＝
６
月
10
日
㈫
〜
23
日
㈪

（
土
日
曜
を
除
く
）、
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
計
画
案
に
つ

い
て
意
見
の
あ
る
土
地
所
有
者
な
ど

は
６
月
24
日
㈫
〜
30
日
㈪
に
意
見
を

記
入
し
た
意
見
書
を
市
役
所
都
市
計

画
課
へ
郵
送
か
直
接

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
９

４
３

バ
イ
ザ
ー
が
助
言
し
ま
す
。

申
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
９
７
４
へ

都
市
計
画
の
決
定
と
関
係
図
書
縦
覧

　

次
の
都
市
計
画
を
変
更
し
ま
し
た

の
で
、
関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
場
所
＝
県
庁
都
市
計
画
課
、
市

役
所
都
市
計
画
課

●
用
途
地
域

位
置
＝
古
市
町
・
新
前
橋
町
・
元
総

社
町
の
各
一
部

面
積
＝
約
７
・
６
㌶

●
地
区
計
画
（
新
前
橋
駅
南
地
区
）

位
置
＝
古
市
町
・
古
市
町
一
丁
目
・

新
前
橋
町
・
元
総
社
町
の
各
一
部

景
観
の
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス

　

良
好
な
景
観
づ
く
り
を
支
援
す
る

た
め
、
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

無
料
相
談
を
実
施
。
建
築
物
の
外
観

や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
、
専
門
の
ア
ド

コラム ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市
給付金を支給します
　臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給
付金を支給します。各給付金の専用ダイヤ
ルを６月２日㈪から開設。また、対象と思
われる人へ６月下旬に申請書を発送します。
詳細は決まり次第お知らせします。
□臨時福祉給付金
対象＝市県民税（均等割）が非課税の人（課
税者の被扶養者や生活保護受給者などを
除く）
支給額＝１万円（加算対象者は１万5,000円）
問臨時福祉給付金専用ダイヤル☎027-898-1192
□子育て世帯臨時特例給付金
対象＝ことし１月分の児童手当・特例給付
を受給していて昨年の所得が児童手当の所
得制限額未満の人
支給額＝対象児童１人につき１万円
問子育て世帯臨時特例給付金専用ダイヤル
☎027-243-1192

　かつての長州、現在の山口県萩市にある明
倫小学校を訪問してきました。同小学校では
毎日、児童が吉田松陰先生の言葉を朗唱して
いるそうです。　　　　　　　　　　　　　
　楫取県令が群馬の小学生のために編

へん

纂
さん

した
「修身説約」には、人の徳として「正直」が
示されていました。また、太平洋戦争を終結
に導いた鈴木貫太郎総理は、「正直に腹を立て
ずに撓

たわ

まず励め」との言葉を母校の桃井小学
校に残しており、先人たちの残した言葉が、
今も道徳教育として息づいていることを感じ
させます。　　　　　　　　　　　　　　　
　さて、来年はＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」
の放送があり、そして前橋空襲から70年目に
あたる年でもあります。平和と復興を願う市
民ミュージカルや上泉伊勢守の剣聖サミット
も開催される予定です。先人の精神と努力を
後世に残し、平和への願いを新たにするため、
市民皆さんのお力をお貸しください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

くらしの情報
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